
これら業務中のケガ等は現場労災で補償されません

事務所労災 Q＆A

事務所労災とは

特定の工事現場以外の業務を行う労働者（工事現場の業務と兼務する場合も含みます）を1人でも雇っていれば、事業
主は事務所労災の加入手続きを行い、保険料（全額事業主負担）を国に納付する必要があります。

保険料はいくらかかるの？

特定の工事現場に付随しない業務をした時間に
よって保険料が変わります。

月30万円×12ヶ月の5％×保険料率3/1000＝540円
※ユニオンで事務委託する場合、事務手数料 年度間3,000円

現場従事の作業員（月30万）が該当作業に
月1日3時間（全体業務量の5％と試算）従事する場合

って知っていますか？

作業場も
含まれます

事務所労災事務所労災
倉庫・作業場 事 務 所 除雪・防災作業事務所や倉庫の

自社の作業場で材料の準備・加工、片付
けをしている。

労働者が顧客からの依頼で見積書を作
成している。

事務所や倉庫の除雪作業、台風や大雨
などの防災対策を労働者
が行っている。

事業主のみなさん！

□ 特定の工事現場以外の業務を行う“見込み”がある場合も加入の対象になります。
□ 現場とそれ以外の業務のどちらも担当する労働者は、それぞれの業務時間を記録しておきましょう。

＜ 各会社の事業主に加入義務があります ＞

従業員も、会社も守るため、
組合、もしくはお近くの労働基準監督署へ相談してください。

保険料の計算例

特定の工事現場以外の業務を行う
労働者がいるのに事務所労災に
加入しないとどうなるの？

労災保険に加入していないことが分かった場合、
原則として過去2年分の保険料をさかのぼって

納める必要があります。また、未加入の期間中に労災事
故が起きたときは、保険給付にかかった費用の全部また
は一部を事業主が負担することがあります。

特定の工事現場以外の業務労災に備える保険です
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